
甲府市緑が丘スポーツ公園野球場 ヒマラヤスギ剪定業務委託仕様書 

 

１ 業 務 名   甲府市緑が丘スポーツ公園野球場ヒマラヤスギ剪定業務委託 

 

２ 業務場所   甲府市緑が丘スポーツ公園野球場（レフト側） 

 

３ 業務期間   契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

 

４ 業務目的   本業務は、緑が丘スポーツ公園野球場のヒマラヤスギの樹木を剪定することに

より、強風等による倒木のリスクを回避するとともに、当該施設の景観形成（整

枝・剪定）を行い、利用者が安全・安心に利用できるよう整備することを目的とす

る。 

 

５ 業務内容   別添配置図に示す当該施設の樹木８本及び周辺支障木の剪定を行い、その切枝

等の搬出処分を行うこと。 

（１）枯れ枝、樹形を乱している枝、病気の枝はすべて切り落とすこと。 

（２）切り口には融合剤等を塗布すること。 

（３）剪定により転倒や落下など当該施設の周辺設備等に被害を及ぼす恐れがあ

る場合は、吊るし伐り等の適切な処置を行うこと。 

（４）業務完了後は、樹木管理が容易になるように剪定すること。 

（５）業務遂行にあたり、剪定の方法・仕上がり等については、事前及び随時に

発注者との協議を行うこと。 

（６）業務遂行において、野球場内に車両を進入させる場合は、当該施設の周辺

設備等に被害を及ぼすことのないよう必要に応じて養生するなど、適切な処

置を行うとともに、速やかに原状回復すること。 

（７）別添施設利用予定表に示すとおり、業務期間中、野球場等にて利用予定が

ある場合は、原則として作業を行うことはできない。また、利用予定日にお

いては、機材等を野球場から撤去し、施設の利用を妨げてはならない。 

 

６ 負担区分   業務遂行に必要な用具や機材等は、すべて受注者の負担とする。 

また、道路占用など業務遂行に必要な許可申請については、受注者が行うもの

とする。 

 

７ 安全確保   受注者は、緑が丘スポーツ公園内及び周辺の環境美化に努め、当該施設の利用

者及び周辺住民等の安全に十分な注意を払うとともに、業務遂行について適切な

安全対策を施すなど事故の無いようにすること。 

 

８ そ の 他   現場の状況に応じ、発注者が必要と認める軽微な業務が発生した場合、この仕

様に記載のない事項であっても、受注者は遂行しなければならない。また、発注者

の指示を受けた場合は、受注者は速やかに技術者を派遣するなど、必要な措置を

行うものとする。 


